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高
卒
内
定
率
が
大
幅
改
善
、
大
卒
は
採
用
厳
選
続
く
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景
気
回
復
を
反
映
し
て
、
企
業
の
新
卒
採

用
意
欲
が
高
ま
り
、
今
春
卒
業
の
高
校
生
・

大
学
生
の
就
職
内
定
率
が
前
年
に
比
べ
改
善

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
高
校
生
に
比
較
し
て

大
学
生
の
伸
び
率
は
低
く
、
企
業
の
厳
選
採

用
の
姿
勢
は
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
る
。
ま

た
、
高
校
生
の
内
定
率
も
地
域
差
が
大
き
い
。 

　
厚
生
労
働
省
が
一
月
一
二
日
に
発
表
し
た

「
平
成
一
七
年
三
月
高
校
・
中
学
新
卒
者
の

就
職
内
定
状
況
」
及
び
「
平
成
一
六
年
度
大

学
等
卒
業
者
就
職
内
定
状
況
調
査
」（
文
部
科

学
省
と
の
共
同
調
査
）
に
よ
る
と
、
今
春
卒

業
予
定
の
高
校
生
の
就
職
内
定
率
は
、
昨
年

一
一
月
末
時
点
で
、
前
年
同
期
を
六
・
三
ポ

イ
ン
ト
上
回
る
六
七
・
七
％
。
求
人
倍
率
も

一
・
一
五
倍
と
な
り
、
四
年
ぶ
り
に
一
倍
を

超
え
た
。
大
学
生
の
就
職
内
定
率
（
一
二
月

一
日
現
在
）
も
前
年
同
期
を
〇
・
八
ポ
イ
ン

ト
上
回
り
、
七
四
・
三
％
だ
っ
た
。 

  

高
卒
男
子

で
約
七
ポ
イ
ン
ト
・
ア
ッ
プ 

 

高
校
・
中
学
生
に
つ
い
て
は
、
学
校
と
公

共
職
業
安
定
所
で
取
り
扱
っ
た
求
職
・
求
人

状
況
を
集
計
。
大
学
生
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
が
文
部
科
学
省
と
共
同
で
、
全
国
の

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修

学
校
か
ら
抽
出
し
た
一
〇
八
校
、
五
八
六
〇

人
を
対
象
に
調
査
し
た
。 

 

そ
れ
に
よ
る
と
、
高
校
新
卒
者
の
就
職
内

定
率
は
男
女
と
も
に
前
年
同
期
を
上
回
り
、

男
子
は
七
三
・
六
％
（
六
・
九
ポ
イ
ン
ト
増
）
、

女
子
は
六
〇
・
九
％
（
五
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
）

だ
っ
た
。
二
年
前
を
底
に
改
善
傾
向
が
よ
り

鮮
明
に
な
っ
た
。
求
人
数
は
前
年
同
期
を
二

一
・
五
％
上
回
る
二
二
万
四
〇
〇
〇
人
、
求

職
者
数
は
一
九
万
四
〇
〇
〇
人
で
一
・
六
％

の
減
少
と
な
り
、
求
人
数
が
求
職
者
数
を
上

回
っ
た
。 

 
内
定
率
を
地
域
別
に
み
る
と
、
全
地
域
で

増
加
。
た
だ
し
、
地
域
間
格
差
が
大
き
く
、 

 

最
も
高
か
っ
た
東
海
は
八
五
・
五
％
、
次

い
で
北
陸
七
九
・
八
％
、
山
陽
七
三
・
九
％

な
ど
。
一
方
、
北
海
道
は
四
二
・
七
％
、
東

北
も
五
七
・
〇
％
な
ど
低
水
準
と
な
っ
て
い

る
。 

　
中
学
新
卒
に
つ
い
て
は
、
求
人
数
は
二
〇

〇
〇
人
で
前
年
同
期
に
比
べ
四
・
二
％
増
加

す
る
一
方
、
求
職
者
数
は
四
四
〇
〇
人
で
前

年
同
期
に
比
べ
、
二
〇
・
一
％
減
少
し
た
。

求
人
倍
率
は
〇
・
一
一
ポ
イ

ン
ト
上
回
る
〇
・
四
五
倍
だ

っ
た
。 

  

大
卒

は 

　
〇
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
昇 

 

大
学
新
卒
者
の
昨
年
一
二

月
一
日
時
点
で
の
内
定
率
は

前
年
同
期
を
〇
・
八
ポ
イ
ン

ト
上
回
る
七
四
・
三
％
。
男

女
別
に
み
る
と
、
男
子
は
〇
・

九
ポ
イ
ン
ト
増
の
七
五
・
三

％
、
女
子
は
〇
・
五
ポ
イ
ン

ト
増
の
七
二
・
九
％
と
な
っ

て
い
る
。
企
業
業
績
や
景
気

の
回
復
を
反
映
し
て
全
体
的

な
傾
向
と
し
て
底
を
脱
し
つ

つ
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、

改
善
し
た
と
は
言
っ
て
も
過

去
最
低
だ
っ
た
昨
年
（
七
三
・

五
％
）
に
次
ぐ
過
去
二
番
目

の
低
水
準
で
、
高
校
生
と
比

べ
る
と
わ
ず
か
な
伸
び
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

 

厚
生
労
働
省
は
「
製
造
業
の
業
績
回
復
が

高
校
生
の
採
用
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
付
い

て
い
る
。
大
卒
は
、
企
業
の
厳
選
採
用
の
た

め
伸
び
は
緩
や
か
」
と
分
析
し
て
い
る
。 

 

地
域
別
に
み
る
と
、
中
国
・
四
国
地
区
が

六
・
二
ポ
イ
ン
ト
増
の
六
〇
・
二
％
、
近
畿

地
区
が
二
・
六
ポ
イ
ン
ト
増
の
七
六
・
一
％
、

中
部
地
区
が
二
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
の
七
三
・

一
％
と
改
善
し
て
い
る
一
方
、
北
海
道
・
東

北
地
区
は
四
・
九
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
六
八
・

〇
％
に
落
ち
込
ん
だ
。
関
東
地
区
は
、
一
・

一
ポ
イ
ン
ト
減
の
八
〇
・
一
％
だ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
全
体
で
は
、
内
定
率
が
改
善
し

て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
地
域
に
よ
っ
て
格

差
が
生
じ
て
い
る
。 

 

区
分
別
で
は
、
国
公
立
は
二
・
二
ポ
イ
ン

ト
増
の
七
七
・
三
％
、
私
立
は
〇
・
三
ポ
イ

ン
ト
増
の
七
三
・
四
％
。
文
理
別
で
は
、
文

系
が
七
三
・
二
％（
〇
・
二
ポ
イ
ン
ト
増
）、

理
系
が
七
九
・
三
％（
三
・
三
ポ
イ
ン
ト
増
）

と
な
っ
て
い
る
。 

 

大
学
以
外
の
内
定
率
で
は
、
短
期
大
学
（
女

子
学
生
の
み
）が
前
年
同
期
を
〇
・
四
ポ
イ

ン
ト
下
回
る
四
九
・
二
％
、
高
等
専
門
学
校

（
男
子
学
生
の
み
）で
は
一
・
七
ポ
イ
ン
ト
増

の
一
〇
〇
％
、
専
修
学
校
（
専
門
課
程
）
が

〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
の
五
三
・
五
％
だ
っ
た
。 

  

高

ま
る
企
業
の
採
用
意
欲 

 

企
業
業
績
の
回
復
を
背
景
に
、
企
業
の
採

用
意
欲
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
日
本
経
済
団

体
連
合
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
二
〇
〇
四
年

度
・
新
卒
者
採
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」（
一
月
二
〇
日
発
表
）
で
も
確
認
で
き
る
。
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同
調
査
に
よ
る
と
新
卒
者
採
用
を
実
施
し
た

企
業
は
八
七
・
六
％
（
前
年
度
比
一
・
九
ポ

イ
ン
ト
増
）、
ま
た
、
採
用
人
数
を
増
加
さ

せ
た
企
業
も
一
五
・
九
ポ
イ
ン
ト
増
の
五
一
・

〇
％
だ
っ
た
。
逆
に
減
ら
し
た
企
業
は
七
・

五
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
一
八
・
九
％
。
採
用
を

実
施
し
た
企
業
、
採
用
人
数
を
増
や
し
た
企

業
と
も
に
二
年
連
続
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。 

 

調
査
は
、
日
本
経
団
連
及
び
東
京
経
営
者

協
会
が
会
員
企
業
二
〇
八
七
社
を
対
象
に
一

〇
月
一
日
の
正
式
内
定
日
を
経
た
時
点
で
定

期
的
に
実
施
し
て
い
る
も
の
。
回
答
企
業
は

七
七
五
社（
回
答
率
三
七
・
一
％
）。 

 

採
用
人
数
を
増
や
し
た
理
由
は
、
「
事
業

拡
大
の
た
め
の
人
材
確
保
」
が
最
も
多
く
、

次
い
で
「
人
員
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た

め
」
と
な
っ
て
い
る
。
企
業
が
雇
用
調
整
を

終
え
、
新
た
な
採
用
方
針
に
転
換
し
つ
つ
あ

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
度
の
採
用
市
場
が
前

年
度
に
比
べ
て
、
「
買
い
手
市
場
」
か
「
売

り
手
市
場
」
だ
っ
た
か
の
問
い
に
は
、
「
買

い
手
市
場
だ
っ
た
」
と
の
回
答
が
八
・
〇
％

だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
売
り
手
市
場
だ
っ

た
」
と
の
回
答
が
三
九
・
〇
％
と
大
幅
に
上

回
っ
て
い
る
。 

  

今
年

は
楽
観
派
が
過
半
数
に 

 

こ
う
し
た
動
向
を
反
映
し
て
、
今
年
の
就

職
戦
線
に
つ
い
て
大
学
生
は
、
就
職
氷
河
期

の
雪
解
け
が
さ
ら
に
進
む
と
見
る
向
き
が
多

い
。
日
経
ナ
ビ
を
通
じ
た
就
職
情
報
を
提
供

し
て
い
る
デ
ィ
ス
コ
社
に
よ
る
「
大
学
生
の

就
職
活
動
・
意
識
に
関
す
る
調
査
」（
一
月
一

二
日
発
表
、
〇
六
年
三
月
卒
予
定
の
一
六
四

九
人
の
回
答
を
集
計
）
に
よ
る
と
、
〇
五
年

の
就
職
戦
線
に
つ
い
て
、
「
非
常
に
厳
し
い
」

（
四
・
七
％
）
と
「
や
や
厳
し
い
」（
四
二
・

四
％
）
を
あ
わ
せ
て
四
七
・
一
％
が
厳
し
い

と
み
て
い
る
も
の
の
、
「
や
や
楽
」（
五
二
・

六
％
）、「
非
常
に
楽
」（
〇
・
三
％
）
を
あ
わ

せ
て
楽
観
派
が
五
二
・
九
％
と
過
半
数
に
の

ぼ
っ
た
。 

 

昨
年
の
同
調
査
で
八
割
が
「
厳
し
い
」
と

み
て
い
た
の
で
、
楽
観
派
が
急
増
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
①
景
気
回
復
②
リ
ス
ト

ラ
の
一
巡
③
少
子
化
④
団
塊
の
世
代
の
大
量

定
年
―
―
の
四
つ
を
あ
げ
る
人
が
目
立
つ
。 

 

こ
の
よ
う
に
昨
年
か
ら
、
就
職
を
巡
る
環

境
が
改
善
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
み
て
と

れ
る
が
、
大
都
市
部
と
地
方
で
は
格
差
が
あ

り
、
大
卒
に
対
す
る
厳
選
採
用
の
傾
向
も
続

い
て
い
る
な
ど
一
概
に
楽
観
視
は
で
き
な
い
。

と
は
い
え
、
新
卒
者
に
と
っ
て
厳
し
い
状
況

が
続
い
て
き
た
就
職
戦
線
も
企
業
業
績
の
回

復
を
背
景
に
最
悪
期
は
脱
し
た
と
い
え
そ
う

だ
。 

 

（
調
査
部
　
才
川
智
広
） 

特集 ＝ 「仕事・出会い・結婚」 
企業と恋愛・結婚の自由 

仕事と生活のなかの見えない現実 

職縁結婚の盛衰と未婚化の進展 
　フリーターのその後： 
　　　　　　就業・所得・結婚・出産 

結婚と出産は男女の賃金に 
　どのような影響を及ぼしているのか 

スウェーデンにおける男性の働き方と子育て 

都留康・電機連合総合研究センター編 
『選択と集中―日本の電機・情報関連企業における実態分析』 

濱口桂一郎著『労働法政策』 

佐藤博樹編著 
『パート・契約・派遣・請負の人材活用』 

労働文献目録 

 

山 　文夫 

玄田有史／田中早苗 
浜田敬子 

岩澤美帆／三田房美 
酒井　正／樋口美雄 

川口　　章 

永井　暁子 

久本　憲夫 

和田　　肇 

田中　恭代 

労働政策研究・研修機構 

 

535 JAN. 20051 特集 ＝ 「学界展望：労働法理論の現在 
　　　　　　　＋投稿論文特集2005」 
 

「労働法理論の現在」 

「ホワイトカラー『サービス残業』の経済学的背景 
　　　　―労働時間、報酬に関する暗黙の契約」 

「民営紹介は公営紹介よりも『効率的』か 
　　　　―両大戦間期のデータによる検証」 

「障害者雇用と市場評価―大阪府内個別企業 
　　障害者雇用状況開示のイベントスタディー」 

「雇用調整における不確実性の影響について 
　　　　―企業パネルデータによる実証分析」 

「育児休業法の規制的側面 
　　　　―労働需要への影響に関する試論」 

佐藤（粒来）香 
『社会移動の歴史社会学、生業（なりわい）／職業／学校』 

労働政策研究報告書No.11 
『企業が参画する若年者のキャリア形成支援 
 　―学校・ＮＰＯ・行政との連携のあり方―』 

橘木俊詔・苅谷剛彦・齋藤貴男・佐藤俊樹 
『封印される不平等』 

労働文献目録 

 

菅野　和夫 

毛塚勝利／唐津博／奥田香子／川田琢之 

高橋　陽子 

神林　　龍 

長江　　亮 

安井　健悟 

森田　陽子 

尾 煌之助 

大久保幸夫 

太田　　清 

労働政策研究・研修機構 
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賃
上
げ
額
、
八
年
ぶ
り
増
加
の
三
七
五
一
円
 

民
間
賃
金
 

　
厚
生
労
働
省
が
一
月
一
三
日
に
発
表
し
た

二
○
○
四
年
の
「
賃
金
引
き
上
げ
実
態
調
査
」

に
よ
る
と
、
民
間
企
業
の
従
業
員
一
人
当
た

り
の
平
均
賃
上
げ
額
は
過
去
最
低
だ
っ
た
前

年
（
三
○
六
四
円
）
よ
り
六
八
七
円
増
加
の

三
七
五
一
円
と
な
り
、
八
年
ぶ
り
に
前
年
を

上
回
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
大
企

業
を
中
心
と
す
る
企
業
業
績
の
回
復
が
、
よ

う
や
く
賃
金
に
も
反
映
し
た
模
様
だ
。 

 

調
査
は
従
業
員
一
○
○
人
以
上
の
民
間
企

業
二
五
六
○
社
を
対
象
に
昨
年
九
月
に
実
施
。

一
六
五
二
社
（
有
効
回
答
率
六
四
・
五
％
）

か
ら
得
た
回
答
を
集
計
し
た
も
の
だ
。
な
お
、

本
調
査
に
お
け
る
「
賃
金
の
改
定
」
と
は
①

賃
金
表
の
改
定
（
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
）

②
定
期
昇
給
③
諸
手
当
（
通
勤
手
当
・
住
宅

手
当
な
ど
）
の
改
定
④
賃
金
カ
ッ
ト
―
―
を

実
施
し
た
結
果
、
改
定
前
よ
り
プ
ラ
ス
に
な

れ
ば
「
引
き
上
げ
た
」
と
し
、
マ
イ
ナ
ス
の

場
合
は
「
引
き
下
げ
た
」
と
し
て
い
る
。 

   

過
去
最
悪

の
前
年
か
ら
脱
出 

 

賃
金
の
改
定
額
は
九
一
年
の
一
万
四
三
九

四
円
を
ピ
ー
ク
に
下
降
曲
線
を
描
い
て
い
る
。

九
六
年
に
僅
か
な
が
ら
前
年
比
プ
ラ
ス
（
三

九
円
増
）
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
再

び
減
少
に
転
じ
、
近
年
は
三
千
円
台
で
推
移

し
て
い
た（
図
１
参
照
）。 

 

○
四
年
の
改
定
額
は
三
七
五
一
円
と
、
過

去
最
悪
だ
っ
た
前
年
（
三
○
六
四
円
）
を
八

年
ぶ
り
に
上
回
っ
た
。
し
か
し
、
賃
金
を
引

き
上
げ
た
企
業
と
引
き
下
げ
た
企
業
で
み
て

み
る
と
、
引
き
上
げ
た
企
業
の
改
定
額
は
前

年
比
微
増
（
八
七
円
）
の
四
八
○
七
円
。
一

方
、
引
き
下
げ
た
企
業
で
は
前
年
（
マ
イ
ナ

ス
一
万
三
六
一
一
円
）
よ
り
下
げ
幅
が
縮
小

し
、
マ
イ
ナ
ス
一
万
一
四
三
一
円
と
な
り
、

賃
下
げ
見
直
し
が
改
定
額
全
体
を
押
し
上
げ
、

八
年
ぶ
り
の
対
前
年
増
に
つ
な
が
っ
た
形
だ
。

こ
の
結
果
、
○
四
年
の
賃
金
改
定
率
（
加
重

平
均
）
は
一
・
三
％
と
な
り
、
九
○
年
以
来
、

一
四
年
ぶ
り
に
前
年
を
上
回
っ
た
。 

 

改
定
率
に
つ
い
て
も
、
引
き
上
げ
を
し
た

企
業
と
、
引
き
下
げ
た
企
業
で
み
て
み
る
。

引
き
上
げ
し
た
企
業
の
改
定
率
は
前
年
と
比

べ
わ
ず
か
○
・
一
ポ
イ
ン
ト
改
善
の
一
・
七

％
に
と
ど
ま
る
。
一
方
、
引
き
下
げ
し
た
企

業
で
は
、
○
・
九
ポ
イ
ン
ト
改
善
の
マ
イ
ナ

ス
三
・
五
％
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
引
き
下
げ

し
て
き
た
企
業
が
賃
上
げ
に
踏
み
切
っ
た
動

き
が
み
ら
れ
る
。 

   

賃
上

げ
企
業
が
約
七
割 

 

二
○
○
四
年
に
一
人
当
た
り
の
平
均
賃
金

を
引
き
上
げ
た
企
業
の
割
合
は
前
年
（
六
二
・

七
％
）
よ
り
七
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
の
六
九
・

八
％
。
一
方
、
引
き
下
げ
た
企
業
は
前
年
（
七
・

二
％
）
よ
り
三
・
八
ポ
イ
ン
ト
減
の
三
・
四

％
と
な
っ
た
。
企
業
業
績
の
回
復
に
伴
い
、

賃
金
を
引
き
上
げ
た
企
業
が
全
体
の
七
割
近

く
に
ま
で
達
す
る
一
方
、
引
き
下
げ
企
業
が

半
減
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
ま
た
、
定
期
昇
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
「
管

理
職
・
一
般
職
と
も
に
定
昇
制
度
あ
り
」
と

回
答
し
た
企
業
は
前
年
を
五
・
八
ポ
イ
ン
ト

下
回
る
五
三
・
三
％
で
、
定
昇
見
直
し
が
進

ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
定

昇
制
度
が
あ
る
企
業
の
う
ち
、
定
昇
実
施
と

回
答
し
た
企
業
は
前
年
よ
り
一
○
・
四
ポ
イ

ン
ト
増
加
の
八
一
・
五
％
。
実
施
し
な
か
っ

た
は
八
・
二
％
減
の
一
四
・
六
％
と
な
り
、

景
気
回
復
に
伴
い
定
昇
を
復
活
す
る
動
き
が

広
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

定
昇
制
度
が
あ
る
企
業
の
う
ち
、
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
実
施
（
一
般
職
）
は
一
○
・
三
％
、

実
施
し
な
い
は
四
五
・
二
％
で
、
ベ
ア
統
一

要
求
見
送
り
が
相
次
ぐ
な
か
、
ベ
ア
実
施
企

業
が
少
数
派
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。 

 

賃
金
改
定
の
際
、
最
も
重
視
し
た
要
素
は

「
企
業
業
績
」（
七
八
・
一
％
）
が
ト
ッ
プ
で
、

「
世
間
相
場
」（
七
・
三
％
）
や
「
労
働
力
の

確
保
・
定
着
」（
二
・
七
％
）
と
の
回
答
は
影

を
潜
め
た
。
ま
た
、
改
定
で
最
も
優
遇
し
た

労
働
者
層
は
一
般
職
若
年
層（
二
三
・
七
％
）

で
、
管
理
職
若
年
層（
六
・
一
％
）が
続
い
た
。 

 

　
　 

 

大
企
業

の
賃
金
改
定
は
横
ば
い 

 

一
方
、
中
央
労
働
委
員
会
も
今
年
一
月
、

「
二
○
○
四
年
賃
金
事
情
等
総
合
調
査（
速

報
）」
を
発
表
し
た
。
同
調
査
に
よ
る
と
、

賃
金
改
定
額
は
前
年
と
比
べ
五
四
円
低
下
の

五
五
二
八
円
。
改
定
率
は
前
年
と
同
じ
一
・

七
％
と
な
っ
て
い
る
。
本
調
査
の
対
象
企
業

は
、
資
本
金
五
億
円
以
上
、
従
業
員
千
人
以

上
の
大
企
業
が
中
心
だ
。
中
小
企
業
も
対
象

と
し
て
い
る
「
賃
上
げ
実
態
調
査
」（
従
業
員

一
○
○
人
以
上
対
象
）
と
単
純
比
較
で
き
な

い
も
の
の
、
大
企
業
の
賃
金
改
定
に
対
す
る

慎
重
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。 

 

（
調
査
部
　
遠
藤
彰
） 

平均賃金の改定額及び改定率の推移（図１） （円） （％） 
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労働関係の通常国会提出予定法案一覧 

障害者の雇用の促進等に関する法律

の一部を改正する法律案 

 

 

障害者自立支援給付法案（仮称） 

 

 

 

 

労働安全衛生法等の一部を改正する

法律案（仮称） 

 

 

 

 

 

 

建設労働者の雇用の改善等に関する

法律の一部を改正する法律案 

 

 

社会保険労務士法の一部を改正する

法律案 

 

 

社会保障に関する日本国政府とフラ

ンス共和国政府との間の協定の実施

に伴う厚生年金保険法等の特例等に

関する法律案（仮称） 

 

 

社会保障に関する日本国政府とベル

ギー王国との間の協定の実施に伴う

厚生年金保険法等の特例等に関する

法律案（仮称） 

　　一括審議を予定 

 

 

 

 

予算関連 

 

 

 

一部を除き、平成１８年

４月１日から施行予定 

 

 

 

 

 

 

予算関連 

 

 

 

 

 

 

 

　　一括審議を予定 

障害者の職業的自立を促進するため、障害者雇用率制度などに

おける精神障害者の特例や、障害者雇用納付金制度における在

宅就業障害者の特例を設けるなど、所要の改正を行う。 

 

身体障害者、知的障害者、精神障害者などの地域生活と就労を

進め、自立を支援する観点から、三障害共通のサービス提供の

枠組みを構築し、居宅・施設サービスの見直しなどを行うとと

もに、利用者負担の見直しなどを行う。 

 

就業形態の多様化などを背景に、重大災害の頻発や過労死の増

加などがみられることから、「労働安全衛生法の一部改正」（労

働者の安全と健康確保に向けた企業における体制整備）、「労

働者災害補償保険法の一部改正」（通勤災害保護制度の見直し

など）、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正」、

「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正」（労働

時間の設定改善の促進など）を行う。 

 

建設労働者の雇用の安定を図るため、事業主団体が作成した計

画に基づき、当該団体の構成事業主間で、一時的に余剰となる

常用労働者を送出できるようにするなど、所要の措置を講ずる。 

 

裁判外紛争解決手続の利用を促すため、社会保険労務士が、個

別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の代理業務を行え

るようにするなど、所要の措置を講ずる。 

 

社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協

定（仮称）を実施するため、フランス共和国の法令の適用者に

ついて、厚生年金保険法など公的年金各法と、健康保険法など

公的医療保険各法の適用を免除するほか、公的年金各法に係る

給付の支給要件および給付額の特例措置を講ずる。 

 

ベルギー王国との間で同上 

法　　案　　名 趣　　　　　旨 備　　　　　考 

　
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
が
四
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
る
。 

 

改
正
法
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
の

四
点
。 

　
第
一
に
、
育
児
休
業
及
び
介
護
休
業
の

対
象
労
働
者
が
拡
大
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、 

期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
（
有
期
契

約
労
働
者
）
は
法
律
の
対
象
外
だ
っ
た
が
、 

休
業
の
取
得
に
よ
っ
て
雇
用
の
継
続
が
見

込
ま
れ
る
一
定
の
範
囲
の
期
間
雇
用
者
は
、

育
児
休
業
・
介
護
休
業
が
と
れ
る
よ
う
に

な
る
。  

 

第
二
は
、
育
児
休
業
期
間
の
延
長
。
改

正
前
の
休
業
期
間
は
、
子
が
一
歳
に
達
す

る
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
が
、
保
育
園
が
決

ま
ら
な
い
な
ど
、
子
が
一
歳
を
超
え
て
も

休
業
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

子
が
一
歳
六
カ
月
に
達
す
る
ま
で
育
児
休

業
が
取
得
可
能
に
な
る
。  

 

第
三
は
、
介
護
休
業
の
取
得
回
数
制
限

の
緩
和
。
こ
れ
ま
で
対
象
家
族
一
人
に
つ

き
一
回
限
り
で
、
期
間
は
連
続
三
カ
月
ま

で
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
対
象
家
族
一

人
に
つ
き
、
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
に
至
る
ご
と
に
一
回
の
介
護
休
業
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
期
間
は
通
算
し
て（
の

べ
）九
三
日
ま
で
と
な
る
。  

 

第
四
は
、
子
の
看
護
休
暇
の
創
設
が
事

業
主
の
努
力
義
務
か
ら
義
務
化
さ
れ
る
。 

小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者

は
、
一
年
に
五
日
ま
で
、
病
気
・
け
が
を

し
た
子
の
看
護
の
た
め
に
、
休
暇
を
取
得

で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

改
正
育
児
介
護
休
業
法 

　
　
　
四
月
一
日
か
ら
施
行 


